
「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る 
都市間連携に関する協定」の拡大について 

～新たに 3市が加わります～ 
「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携に関する協定」は、

令和５年７月１１日に６市（千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市及び柏市）

で締結しております。このたび、３市（市原市、浦安市及び袖ケ浦市）から申し出が

あり、９市に拡大して協定を締結します。 

９市の人口を合計すると約３７４万人で、県内人口の５９．６％を占めることとな

り、連携制度を利用しやすい環境が進みます。 

◆協定締結日  令和６年７月１日（月） 

※書面による締結でセレモニー、締結式は行いません。

◆連携スキーム

◆パートナーシップ宣誓数 ５３組１０６名（６月２１日現在）
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令和 ６年６月２４日 

【本件に関する問い合わせ先】 
〒２７１－８５８８  千葉県松戸市根本３８７－５ 

松戸市総務部行政経営課  ☎０４７－３６６－７３１１ 

ＦＡＸ０４７－３６４－６９１９ ✉ mcgyousei@city.matsudo.chiba.jp
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STEP❶ 届出受理証明書・カードの交付申請 

<提出書類> 

・パートナーシップ・ファミリーシップ届出書

・転出元で交付を受けた届出受理証明書又はカード

・現住所を確認できるもの

（マイナンバーカード、住民票の写し等）

・本人確認ができるもの

（マイナンバーカード、運転免許証等）

※婚姻していないことを証明する資料（戸籍謄本等）は

省略可

STEP❷ 届出受理証明書・カードの交付 

STEP❸ 届出受理証明書・カードの交付の事実を通知 
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